
 

令和６年度江南市放課後子ども総合プラン運営委員会(第１回) 会議録 

 

 

●開催年月日  令和６年７月 26日（金） 

 

●場   所  古北にじいろ会館 会議室 

 

●出 席 者  出席委員 10名 

委   員       伊 藤 勝 治 

委   員       今 井 真 澄 

委   員       倉 橋 高 宏 

委   員       高 橋 正 博 

委   員       冨 永 奇 昂 

委   員       永 田 裕 美 子 

委   員       野 沢 卓 也 

委   員       松 本 朋 彦 

委   員       松 本 秀 樹 

委   員       安 田 晃 代 

 

欠席委員 ２名 

委   員       内 山 え り こ 

委   員       大 池 夏 子 

 

事務局職員 

健康こども部長       坪 内 俊 宣 

子育て支援課長       長 谷 川 崇 

子育て支援課副主幹     高 田 昌 治 

子育て支援課主査      田 中 なおみ 

子育て支援課主事      市 岡 なつこ 

     

傍聴人 0人 

 

 

議題 

（１）令和５年度放課後子ども教室推進事業報告について（資料２） 

（２）令和５年度放課後児童健全育成事業（学童保育）報告について（資料３） 

 （３）令和５年度放課後子ども総合プラン事業報告について（資料４） 

（４）令和６年度放課後子ども教室申込状況について（資料５） 

（５）令和６年度放課後児童健全育成事業（学童保育）登録状況について（資料６） 

 

 

 

 

午前９時３０分 開 会 

 



１．あいさつ 

 

２．フジッ子教室及び学童保育所を視察 

 

３．放課後子ども総合プランの概要について（資料１） 

事務局説明 

質疑 

委員  フジッ子教室での１日の過ごし方の中で勉強時間が少ないと感じま

した。学童では学習時間はありますか。子どもはもっと勉強したくな

いのでしょうか。 

 

事務局 学童にもよりますが、最初の 30分間を勉強時間にしています。 

 

委員  親の視点からだと、学童やフジッ子でもっと勉強できる場があれば

と思わないでしょうか。 

 

委員  勉強の指導はできないのでしょうか。 

 

事務局 勉強をするようにとは言えますが、指導はできません。 

 

委員  先程、視察したが、コンピューターゲームをしている子はおらず、

おもちゃなどで遊んでおり安心しました。 

 

事務局 コンピューターゲームや携帯電話は、持ち込みを禁止しています。

友達同士で交流し遊んでいます。 

 

委員  １、２、３年生はいましたが、４、５、６年生はいなかったように

見えました。 

 

事務局 学童保育では、高学年の児童もいますが低学年が優先となるため、

低学年の人数の方が多くいます。 

 

４．議題 

（１）令和５年度放課後子ども教室推進事業報告について（資料２） 

事務局より説明 

質疑 

委員  開室日が月、水、金であるのはなぜですか。 

 

事務局 フジッ子教室を開設した時に、当時の事務局が近隣市町の状況を調べ

てこの形となりました。県内だと、週１日のみの開室や、江南市より多

く開室しているところ、夏休みは休室しているところなど様々あります。 

 

委員  毎年１月に学校を通じてフジッ子の案内文書を配布していますが、文

書が複数枚あり配布が煩雑になるため、二次元コードを使用して保護者

に案内するなどし、１枚に簡略化できないでしょうか。 

 



事務局 昨年度１月の申込みからオンラインでの申込みを導入し、案内文書は

両面１枚となったため、配布作業も減るようにさせていただきました。 

 

委員  小学校と学童やフジッ子教室で連携していることはありますか。 

 

事務局 下校の時に、学童保育やフジッ子に参加する子と下校する子に分かれ

て整列させるなど、先生方にご協力いただいています。 

 

委員  申込者数が定員を超えているとのことですが、待機児童はいますか。

定員は妥当ですか。 

 

事務局 ７月１日現在で、藤里小学校と布袋北小学校は待機なしとなっていま

す。定員が妥当かどうかは、もう少し増やせられたらということもある

と思いますが、部屋の大きさなどを考慮して設定しています。 

 

委員  学童は利用者が料金を負担していますが、フジッ子の会計はどうなっ

ていますか。 

 

事務局 フジッ子教室では保護者負担はございません。財源は、市の財源と県

から対象事業費への３分の２の補助があります。また、県の補助金は国

が半分負担しているため、国と県と市が３分の１ずつ負担し合っている

状況です。 

 

（２）令和５年度放課後児童健全育成事業（学童保育）報告について（資料３） 

事務局より説明 

質疑 

委員  通年利用と長期利用で料金が異なりますが、長期利用とは何でしょう

か。 

 

事務局 春休み、夏休み、冬休みのみの利用のことです。利用期間により料金

が異なっています。 

 

委員  夏休み期間の支援員、補助員は人材派遣を活用していると思いますが、

派遣は放課後児童支援員の資格がある方か補助員かどちらですか。 

 

事務局 資格のない補助員になります。 

 

（３）令和５年度放課後子ども総合プラン事業報告について（資料４） 

事務局より説明 

質疑 

委員  古北教室の読み聞かせは、ボランティアの方に来ていただいているの

でしょうか。 

 

事務局 共通プログラムは、各教室の学習アドバイザーが企画したものであっ

たり、ボランティアの方をお呼びして実施することもあったり、その都

度、実施する内容が変わります。今回の古北教室の読み聞かせについて



は、古知野北小学校の読み聞かせボランティアの方に来ていただきまし

た。その他、大型絵本は学習アドバイザーも借りることができますので、

同じようなことを学習アドバイザーがやることもあります。 

 

委員  基本には、学習アドバイザーが企画して実施しているということでし

ょうか。 

 

事務局 学習アドバイザーが企画し実施していることが多いです。 

 

委員  基本、全てボランティアで成り立っているということでしょうか。 

 

事務局 学習アドバイザーは有償のボランティアで、基本的に教室にいます。

外部講師は、ボランティアの方もいたり、有償でお呼びする方もいたり

しますが、ボランティアで来ていただく方が多いです。 

 

（４）令和６年度放課後子ども教室申込状況について（資料５） 

事務局より説明 

質疑 

委員  全体で 168名の待機児童がいるので、何とかなるといいなと思いまし

た。古知野西小学校のプレハブ内の教室が１部屋空いているので、人の

配置などの問題もあるので難しいと思いますが、これらを活用して待機

児童が少なくなるといいなと思いました。 

 

委員  藤里小学校の校区外利用は、現在、実績としてどのくらいでしょうか。 

 

事務局 校区外利用は、学童の夏休みのみでフジッ子教室は実施していません。 

 

委員  宮田教室の待機児童が多いと思うのですが、藤里小学校と宮田小学校

は距離が近いため、宮田小学校から藤里小学校へ行くのは難しいのでし

ょうか。 

 

委員  学校が終わってから、児童を藤里小学校へ連れて行くことができない

という移動の問題があるので難しいと思います。 

 

委員  宮田小学校の児童の中で藤里小学校の方が近い児童もいると思うので、

藤里小学校の空き教室を利用できるといいのかなと思います。 

 

事務局 学童とフジッ子教室は違いがありまして、あくまでもフジッ子は放課

後の子どもの居場所作りを目的としています。学童の様に利用料金をい

ただいて預かるというわけではなく、空き教室を利用し、その分の児童

を受け入れるという形をとっております。ですが、出来る限り安全管理

員やスペースなど広げられることがあれば、広げることは考えられると

思います。 

 

委員  両親の就労は関係しますか。また、待機になる確率が高いのはどうい

う子でしょうか。 



 

事務局 就労に関わらず、誰でも申込みできます。完全なる抽選で決めていま

す。 

 

委員  抽選になると、兄弟の中で下の子は当たって上の子は落選するという

可能性もあると思います。 

 

事務局 今年から、きょうだいを一組とした抽選を可能としています。抽選結

果によっては送迎の面で、きょうだい１人を家で留守番させないといけ

ないという話があったため、このような抽選の仕方を取り入れました。 

放課後子ども教室は自治体によっていろいろなやり方があります。教

室に集まらず、グラウンドに集合し皆でスポーツをするような実施方法

もあります。また、放課後子ども教室を実施していない自治体もありま

す。そのような中で、これ以上に教室を増やすことは考えていません。 

 

（５）令和６年度放課後児童健全育成事業（学童保育）登録状況について（資料６） 

   事務局より説明 

質疑 

委員  利用対象を４年生から６年生に拡大したと思いますが、拡大した学年

の保護者の就労時間が厳しいと聞いたことがあります。どのくらい違う

のでしょうか。 

 

事務局 学校の下校時間に合わせて、通年利用の１年生から３年生までの方の

勤務終了時間は午後３時以降、４年生から６年生までは午後４時 30分

以降で、少し厳しくなっております。また勤務日数については、１年生

から４年生までが 16日以上なので週４日勤務、５、６年生が 20日以上

なので週５日勤務となっています。 

 

委員  勤務日数は、平日の勤務のみが対象でしょうか。 

 

事務局 土日も含めた１週間です。勤務する日のみ利用が可能です。 

 

５．その他 

質疑 

委員  先程視察して思ったこととして、決まりごとがたくさんありましたが、

「何々しない」という否定的な書き方ではなく、「何々しましょう」と

いった前向きな決まりの方が過ごしやすくなるのかなと思いました。 

 

委員  「外に出ない」と書かれていましたが、子どもが１日中部屋にいるの

は厳しいなと感じました。 

 

事務局 この季節は気温も高く難しいですが、外遊びもしています。また、子

どもをお預かりしている立場でもあり、自由に外に出るのは難しいです。 

 

委員  安心安全という視点を考えると、やはり管理下に置かなくてはいけな

いので、学校でも外遊びの時は必ず先生がいなければいけませんし、緊



急対応時には養護教諭に頼らなくちゃいけませんし、すごく難しい問題

だと思います。 

 

委員  この施設は鍵がかけられなく、また、学童によっては出入口以外のと

ころから児童が外に出られてしまうような施設もあり、安全面で心配に

なる施設もあります。 

 

事務局 そういったこともあり、第一に安心安全ということで、管理をする必

要がありますが、あまり厳しくしすぎると児童にストレスになってしま

すこともあり、匙加減が難しいところでもあります。 

 

午前 10時 53分 閉会 


